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重要事項説明書 

 

１ 施設経営法人 

（１）法 人 名  社会福祉法人 ユーアイ二十一 

（２）法人所在地  神奈川県横須賀市西浦賀６丁目１番１号 

（３）電話番号      ０４６－８４６－５１３３ 

（４）代表者氏名  理事長 石 渡 庸 介 

（５）設立年月日  平成１３年８月７日 

 

２ ご利用施設 

（１）施設の種類    居宅介護支援 

（２）介護保険事業者番号   

平成１７年４月１日指定 横須賀市 １４７１９０２６３３号 

（３）施設の名称    太陽の家 居宅介護支援センター 

（４）施設の所在地   神奈川県横須賀市浦賀 2 丁目 3 番 20 号 

（５）電話番号        ０４６－８４６－５０２３ 

（６）管理者      小熊 麻衣 

（７）開設年月日    平成１５年４月１日 

（８）営業日      毎週月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日及び 

１２月２９日から翌年の１月３日までを除く。 

    （９）営業時間     午前８時３０分から午後５時３０分まで。 

 

参考・・・併設事業（別途 重要事項説明書有） 

    ￮ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

    ￮ 無料低額宿泊施設 

    ￮ 看護小規模多機能型居宅介護 

 ￮ 訪問介護事業 

    ￮ 地域包括支援センター 
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３ 職員の配置状況 

当施設では、ご契約者に対して居宅介護サービスを提供する職員として、以下の 

職種の職員を配置しています。職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

令和 6 年 4 月 1 日現在 

職   種 人   員 

管理者（主任介護支援専門員） １名 

主任介護支援専門員 １名以上 

介護支援専門員 ３名以上 

 

４ 事業所が提供するサービスについての相談窓口 

   担 当  管理者 

   電 話  ０４６－８４６－５０２３ 

  

５ 通常の事業の実施範囲 

通常の事業の実施地域は本庁、衣笠、大津、浦賀、久里浜行政センター 

所管区内です。 

 

６ 利用料金 

（１） 利用料金：要介護または要支援者として認定された方は、介護保険で全額給付  

    されるので自己負担はありません。 

（２） 交通費：通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費    

は、実費となります。 

（３） 解約料：お客様はいつでも契約を解約することができ、料金はかかりません。 

     

７  守秘義務 

（１） 事業者、介護支援専門員および事業者の使用するものは、サービス提供をする

うえで知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に

漏らしません。 

この守秘義務は契約終了後も同様です。 

（２） 事業者は利用者及び利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス

担当者会議において個人情報を用いません。 
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８  緊急時の対応 

        サービス提供にあたり事故、体調の急変が生じた場合は、事前の打ち合わせに

基づき、家族、主治医、救急機関等に連絡を取る等必要な措置を講じます。 

医療機関等 
病院名        主治医等の氏名 

連絡先 

第１緊急連絡先 

氏 名（続柄） 

住 所 

連絡先 

第２緊急連絡先 

氏 名（続柄） 

住 所  

連絡先 

第３緊急連絡先 

氏 名（続柄） 

住 所 

連絡先 

 

９ 苦情の受付について 

（１） 当施設における苦情の受付、ご相談は以下の窓口で受け付けます。 

受付担当者 太陽の家居宅介護支援センター 管理者 

受付時間  午前９時から午後５時 

電話番号 ０４６－８４６－５０２３ 

ＦＡＸ  ０４６－８７４－９６７２ 

 

（２） 行政機関その他苦情受付機関 

横須賀市民生局福祉こども部 

介護保険課給付係 

所在地   横須賀市小川町１１ 

電話番号  ０４６－８２２－８２５３ 

ＦＡＸ   ０４６－８２７－８８４５ 

受付時間  月曜日～金曜日（祝日除く） 

８：３０～１７：１５ 

神奈川県国民健康保険団体連合会 

介護苦情相談課介護苦情相談係 

所在地   横浜市西区楠町２７番地 1 

電話番号  ０４５－３２９－３４４７ 

受付時間  ８：３０～１７：１５ 

※横須賀市以外の方は、当該市町村介護保険担当へお問合せください。 

     

    １０ 第三者委員会の設置 

        当事業所は、苦情解決の際に、社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特

性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員会を設置しています。 

第三者委員会の結果は、個人情報に関するものを除き、当法人のホーム 

ページに掲載しています。 
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第三者委員 電話番号 

中島 昭二様 090-2168-6582 

近藤 勝利様 090-3816-1617 

 

１１ 提供するサービスの第三者評価の実施状況：無し 

 

１２ 従業者の研修について 

        新年度開始前に各職員が研修計画を作成し、目標に沿った研修を受講して 

        能力向上に努めています。 

 

１３ 事故発生時の対応 

（１）  利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速

やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うと共に、必要な措置を講じ、 

その状況及び事故に際して執った処置について記録します。 

    （２） 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発を防ぐ為の措置を講じます。 

    （３） 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合の対応 

方法として対応マニュアル等を作成し、従業者全員に周知します。 

 

１４ ハラスメント対策 

（１） 事業所は適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性 

的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な

範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための必要

な措置を講じます。  

（２） 利用者、利用者家族または身元保証人等からの事業所やサービス従事者、その

他関係者に対しての暴言や暴力、性的な言動、法令に関する行為、過大な要求、

理不尽な要求、その他常識を逸脱する行為があった場合は、サービスの一時中

止もしくは契約を廃止させていただく場合があります。 

 

１５ 医療との連携 

（１） 居宅介護支援事業所と入院先医療機関との連携がスムーズに図れるよう、利用 

者が入院した場合には、担当ケアマネジャーの氏名及び連絡先を入院先の医療

機関にお伝えください（お渡しした名刺等をご提示ください）。 

（２） 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニ

タリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケ

アマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。 
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１６ 公正中立なケアマネジメントの確保 

複数事業所の説明等 

利用者は、ケアプランに位置付ける介護サービス事

業所等について、複数の事業所の紹介や、その選定

理由について事業者に求めることができます。 

前 6か月間のケアプランに 

おける訪問介護等の 

利用割合 

事業所が前６か月の間に作成したケアプランにおけ

る「訪問介護」「通所介護」「地域密着通所介護」「福

祉用具貸与」の利用割合等を別途資料にて説明しま

した。 

 

    １７ 虐待防止のための措置 

       高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成さ

れるよう、虐待防止に関する下記の措置を講じます。 

（１） 虐待防止委員会の開催 

（２） 高齢者虐待防止のための指針の整備 

（３） 虐待防止研修の実施 

（４） 専任担当者の配置 

 

    １８ 業務継続に向けた取り組み 

       感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して居宅介護支援

の提供が受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った

研修及び訓練を実施します。 

 

    １９ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

       感染症の発生及びまん延を防止できるよう、下記の措置を講じます。 

（１） 感染対策委員会の開催 

（２） 感染症及びまん延防止のための指針の整備 

（３） 感染症及びまん延防止のための研修及び研修の実施 

（４） 専任担当者の配置 

 

    ２０ 身体的拘束等の原則禁止 

       利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束を行いません。身体的拘束を行う場合には、その様態及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

 

 

 

 



7 

 

居宅介護支援説明書 

    

１  サービスの内容                                                            

(1) 事業者（居宅介護支援事業者）は、利用者が自宅において日常生活を営むために必

要なサービスを適切に利用できるよう、利用者の心身の状況等を勘案して、利用す

るサービスの種類及び内容、担当する者等を定めた居宅サービス計画を作成すると

ともに、当該計画に基づいてサービス提供が確保されるようサービス事業者等との

連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

(2) 居宅介護支援にあたっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、

利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様なサービス事業者から総合的かつ効

率的に提供されるよう努めます。利用者はケアマネジャーに対して複数のサービス

事業者の紹介を求める事が可能です。又、当該事業所を居宅サービス計画に位置付

けた理由を求める事が可能です。 

(3) 居宅介護支援開始にあたり、利用者又はその家族に対し、前六か月間に当事業所に

おいて作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護及び地域密

着型通所介護、福祉用具貸与がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占

める割合、前六か月間に当事業所において作成された居宅サービス計画に位置付け

られたサービス種別ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定

地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等につき理解を

得られるよう努めていきます。 

(4)  居宅介護支援にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場

に立って、提供されるサービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏

することがないよう、公正中立に行います。 

  (5) 居宅介護支援に当たっては、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状

態になることの予防に資するよう支援を行い、医療サービスとの連携に十分配慮

いたします。 その為に、入院時には、担当ケアマネジャーの氏名及び連絡先を

入院医療機関に伝えて頂きたくお願いします。 

利用者が医療系サービスを希望している場合は、利用者の同意を得た上で、主治の

医師へ意見を求めると共に居宅サービス計画を交付致します。 

又、サービス事業所から提供された利用者に係る服薬、口腔機能その他、心身、

生活状況等の情報の必要なものについて主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師

に伝え、連携に努めます。 

 （6）障害福祉サービスを利用してきた方が介護保険サービスを利用する場合は、障害

福祉制度の相談支援専門員との連携に努めます。 

 （7）事業者は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者やその家族、事業者等

との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況を把握すると

ともに、利用者についての解決すべき課題を把握し、必要に応じて居宅サービス

計画の変更、事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 
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（8）前項の居宅サービス計画の実施状況、解決すべき課題等について適切な記録を作

成・保管し、利用者に対して継続的に情報提供、説明等を行います。 

（9）利用者の人権の擁護、虐待の防止を推進する為、虐待の防止のための対策を検 

討する委員会を定期的に開催すると共に、その結果を周知していきます。また、

適切に実施する為に担当者を設置し、指針を整備し、定期的に研修を行っていき

ます。 

 （10）利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を 

除き、身体拘束などは行いません。 やむを得ず行う場合は、その態様及び時間、 

その際の利用者の心身の状況並びに緊急時やむを得ない理由を記録していきま 

す。 

（11）利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の継続可能性の確保を図るとともに、 

福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する為、貸与と販売を選択で

きる様、説明を行っていきます。 

 

 

２  市町村への届出 

   この居宅介護支援のサービスを受ける際には、その旨を市町村に届け出て、被保険

者証に記載 する必要があります。具体的な手続は上記の介護支援専門員にご相談

ください。 

 

３ サービスの中止（キャンセル）等                              

 (1) 利用者がこの居宅介護支援に係る訪問等のサービス提供を中止する場合は、事前

に次の連絡先までご連絡ください。  

     ・連絡先（電話）： ０４６－８４６－５０２３ 

      ・連絡時間：８：３０～１７：３０ 

  (2) 居宅サービス計画の変更、事業者との連絡調整等について利用者が行った依頼等

を取り消す場合も、速やかに上記の連絡先までご連絡ください。 

  (3) サービス提供のキャンセル又は契約の解約の場合にも、キャンセル料等は必要あ

りません。 

 

４ ２４時間の連絡体制について 

２４時間の連絡体制を確保しており、必要に応じてご利用者様の相談に応じます。 

但し、専用電話は輪番制をとっておりますので、担当者が対応できるとは限りません。 

  ２４時間専用電話 ０８０－２０７１－３５９４ 

  対応時間 休日は終日・夜間は １７：３０～８：３０ 
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５ その他 

（１）基本報酬 

要介護１、２    １０８６単位 

要介護３、４、５  １４１１単位 

（２）初回加算 ３００単位 

初回のサービス計画作成時と、要介護状態区分２段階以上の変更時の計画策定時。 

（３）入院時情報連携加算 

（Ⅰ）２５０単位   

入院した日のうちに入院先医療機関へ、利用者に関する必要な情報提供を行う。     

  ＊入院日以前の情報提供を含む。 

＊営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。 

    （Ⅱ）２００単位   

入院した日の翌日又は翌々日に入院先医療機関へ、利用者に関する必要な情報提供行う。 

＊営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でな

い場合は、その翌日を含む。医療と介護の連携強化と推進のため、入院後４日以上

７日以内に入院先医療機関へ、利用者に関する必要な情報提供を行う。                 

（４）退院・退所加算     

病院または施設からの退院退所の際、医療機関や施設等の職員と面談を行い、情報共

有を行った上で居宅サービス計画を作成し調整を行った場合。（入院等期間中に３回

まで）また、カンファレンスの要件として、退院退所後に福祉用具の貸与が見込まれ

る場合は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等

が参加するもの。 

・退院退所加算（Ⅰ）イ ４５０単位 

 医療機関や施設等の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以

外の方法により１回受けている。 

・退院退所加算（Ⅰ）ロ ６００単位 

 医療機関や施設等の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンスに

より１回受けている。 

・退院退所加算（Ⅱ）イ ６００単位 

 医療機関や施設等の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以

外の方法により２回以上受けている。 

・退院退所加算（Ⅱ）ロ ７５０単位 

 医療機関や施設等の職員から利用者に係る必要な情報の提供を２回受けており、 

うち１回以上はカンファレンスにより受けている。 

 

  居宅介護支援に関する報酬は以下のとおりです。（報酬に対する利用者負担は一切

ありません） 
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・退院退所加算（Ⅲ） ９００単位 

 医療機関や施設等の職員から利用者に係る必要な情報の提供を３回以上受けてお

り、うち１回以上はカンファレンスにより受けている。 

（５） 緊急時等居宅カンファレンス加算 ２００単位 

病院または診療所の求めにより、当該病院または診療所の職員と共に利用者宅を訪

問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場

合。（月２回まで） 

（６） ターミナルケアマネジメント加算 ４００単位 

  終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、 

居宅において死亡した場合、死亡日前１４日以内に居宅に訪問し心身の状況等を記

録し、主治医、及びサービス事業所と情報共有する。事業所として、２４時間連絡

できる体制を確保し、必要に応じて居宅介護支援を行う事が出来る体制を整備して

いる。また、利用者にターミナルケアマネジメントを受ける事に同意を得ている。

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の

内容に沿った取り組みを行う。 

（７） 通院時情報連携加算   ５０単位 

  利用者一人につき１月に１回の算定を限度とする。 

  利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境

の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けたうえ

で、居宅サービス計画に記録した場合。 

（８） 看取り期におけるサービス利用前の相談・調整にかかる居宅介護支援費 

  看取り期の利用者の退院時等に向けて必要なケアマネジメント業務やケアプラン

作成、給付管理の準備等を行ったが、サービス利用の実績に至らなかった場合。 

（９）特定事業所加算 （当事業所は「特定事業所加算Ⅱ」を算定致しております。） 

（Ⅰ） ５１９単位   

以下の要件を満たす場合 

① 常勤専従の主任介護支援専門員を２名以上配置（特定事業所加算Ⅱ・Ⅲ・Ａは１名

以上））利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅

介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼

務をしても差し支えない。 

② 常勤専従の介護支援専門員を３名以上配置（特定事業所加算Ⅲは２名以上。Ａは常

勤１名以上、非常勤１名以上（非常勤は他事業所との兼務可）利用者に対する指定

居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と

兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し

支えない。 

③定例会議（概ね週１回）の開催 

④24時間および必要時に連絡相談体制の確保 

⑤計画的な研修の実施 
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⑥算定月の利用者が要介護３～５の方の割合が４割以上 

⑦地域包括支援センターからの支援困難事例に対応している 

⑧ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に

関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加している 

⑨特定事業所集中減算の適用を受けていない 

⑩介護支援専門員1人あたりの平均担当件数が45件未満 

⑪法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備 

⑫「居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録」（標準

様式）を毎月作成している。 

⑬他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施。 

⑭必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービ

ス含む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成している。 

（Ⅱ） ４２１単位    

上記①②③④⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭を満たすこと。 

（Ⅲ） ３２３単位    

上記①②③④⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭を満たすこと。 

（Ａ） １１４単位 

 上記①②③⑦⑧⑨⑩⑬を満たすこと。④⑤⑪⑬については連携でも可。 

（１０）特定事業所医療介護連携加算 １２５単位 

  以下の要件を満たす場合 

① 前々年度の３月から前年度の２月までの間に退院退所加算に係る医療機関や施設等

との連携回数が３５回以上である。 

② 前々年度の３月から前年度の２月までの間にターミナルケアマネジメント加算を 

１５回以上算定している。 

③ 特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定している。 

 

                                                                 

居宅介護支援事業の重要事項及び居宅介護支援説明書の説明を行いました。 

 

説明日  令和  年  月  日 

 

 

 太陽の家 居宅介護支援センター 

 

説明者職名  介護支援専門員        

 

氏名                                
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私は、本書面に基づいて事業者から重要事項及び居宅介護支援説明書の説明を受け 

同意し、事業者から重要事項説明書及び居宅介護支援説明書を交付され受理しました。 

 

同意、交付日  令和  年  月  日 

 

 

契約者 

利用者住所  横須賀市              

 

 

氏名                       

 

 

代理人 

代理人住所                    

 

 

氏名                       

 

〈重要事項説明書付属文書〉 

１ 施設の概要 

（１） 建物の構造     木造カラーベスト葺 ２階建 

（２） 建物の述べ床面積  ７０１．４㎡ 

（３） 建物内の併設事業のご案内 

    １階 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

       看護小規模多機能型居宅介護 

       居宅介護支援事業 

       地域包括支援センター 

    ２階 無料低額宿泊施設 

       訪問介護事業 

２ 配置職員の職種 

介護支援専門員 

￮ ご利用者に係るサービス計画（ケアプラン）を作成およびその実施状況の把

握を行います。 


